
　
　 

業
法
改
正
の
歩
み
と
と
も
に
④

信
頼
さ
れ
る
旅
行
業
務
を
支
え
る
取
扱
管
理
者
制
度

連
載

　
１
９
７
１
年
に
導
入
さ
れ
た
旅
行
業
務
取
扱
主
任
者
制
度
は
、
２
０
０

４
年
に
旅
行
業
務
取
扱
管
理
者
制
度
に
改
め
ら
れ
、
40
年
以
上
に
わ
た
っ

て
、
信
頼
さ
れ
る
旅
行
業
務
の
遂
行
を
支
え
て
き
て
い
ま
す
。

「
取
扱
主
任
者
」
か
ら

「
取
扱
管
理
者
」
へ

　

現
在
の
旅
行
業
務
取
扱
管
理
者
制
度

は
、
2
0
0
4
年
に
実
施
さ
れ
た
旅
行

業
法
の
一
部
改
正
に
よ
り
、
そ
れ
ま
で

旅
行
商
品
の
販
売
や
苦
情
対
応
を
行
っ

て
い
た
旅
行
業
務
取
扱
主
任
者
に
つ
い

て
、
そ
の
知
識
・
能
力
を
活
用
し
て
旅

行
に
関
す
る
計
画
の
作
成
か
ら
旅
程
管

理
に
至
る
ま
で
、
総
合
的
に
旅
行
業
務

の
取
り
扱
い
に
関
し
て
管
理
及
び
監
督

を
行
う
よ
う
業
務
を
拡
大
し
、
名
称
も

「
旅
行
業
務
取
扱
主
任
者
」
か
ら
「
旅

行
業
務
取
扱
管
理
者
」
に
変
更
し
た
も

の
で
す
。

　

1
9
7
1
年
に
導
入
さ
れ
た
旅
行
業

務
取
扱
主
任
者
制
度
は
、
1
9
6
4
年

の
海
外
旅
行
自
由
化
か
ら
6
年
余
り
を

経
て
、
旅
行
業
務
の
内
容
が
高
度
な
知

識
や
経
験
を
必
要
と
さ
れ
る
専
門
性
を

強
め
て
き
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
旅
行
業

従
事
者
の
質
的
な
向
上
を
図
り
、
旅
行

者
の
保
護
と
旅
行
サ
ー
ビ
ス
の
水
準
向

上
を
目
指
し
て
制
定
さ
れ
ま
し
た
。

　

旅
行
業
務
取
扱
主
任
者
は
、
そ
の
取

り
扱
う
旅
行
に
応
じ
て
一
般
旅
行
業
務

取
扱
主
任
者
試
験
か
国
内
旅
行
業
務
取

扱
主
任
者
試
験
に
合
格
す
る
か
、
そ
れ

と
同
等
以
上
の
知
識
と
能
力
を
持
つ
と

運
輸
大
臣
（
当
時
）
が
認
定
し
た
者
か

ら
選
任
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で

す
。

　

旅
行
業
者
ま
た
は
旅
行
業
者
代
理
業

者
は
、
旅
行
業
法
の
定
め
に
よ
り
、
営

業
所
ご
と
に
1
人
以
上
の
旅
行
業
務
取

扱
主
任
者
を
選
任
す
る
こ
と
が
義
務
づ

け
ら
れ
ま
し
た
。

　

1
9
8
2
年
の
旅
行
業
法
改
正
で

は
、
制
定
時
点
に
明
確
で
は
な
か
っ
た

旅
行
業
務
取
扱
主
任
者
の
職
務
内
容
に

つ
い
て
、
運
輸
省
（
当
時
）
令
で
管
理

及
び
監
督
に
関
わ
る
事
務
と
し
て
9
項

目
が
定
め
ら
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
旅
行

業
務
取
扱
主
任
者
と
し
て
選
任
さ
れ
る

の
は
、
国
家
試
験
合
格
者
か
そ
れ
と
同

等
以
上
の
知
識
と
能
力
を
持
つ
と
認
定

さ
れ
た
者
だ
っ
た
の
が
、
国
家
試
験
合

格
者
の
み
に
改
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

業
務
範
囲
は
旅
行
ビ
ジ
ネ

ス
の
全
プ
ロ
セ
ス

　

旅
行
業
務
取
扱
主
任
者
に
つ
い
て
、

旅
行
業
務
に
関
す
る
取
引
の
責
任
者
と

位
置
づ
け
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
職
務

の
重
点
化
と
明
確
化
が
図
ら
れ
た
の

が
、
1
9
9
5
年
の
旅
行
業
法
改
正
で

し
た
。

　

こ
の
改
正
に
よ
っ
て
、
9
項
目
が
定

め
ら
れ
て
い
た
旅
行
業
務
取
扱
主
任
者

の
業
務
は
、
旅
行
契
約
の
締
結
を
し
よ

う
と
す
る
旅
行
者
へ
の
取
引
条
件
説

明
、
旅
行
契
約
を
締
結
し
た
際
の
旅
行

者
へ
の
書
面
交
付
、
広
告
の
実
施
、
苦

情
の
処
理
に
つ
い
て
管
理
及
ぶ
監
督
す

る
事
務
、
と
い
う
4
項
目
に
絞
ら
れ
て

い
ま
す
。

　

こ
れ
に
と
も
な
っ
て
、
旅
行
業
務
取

扱
主
任
者
試
験
も
、
そ
れ
ま
で
の
一
般

的
で
常
識
的
な
知
識
や
語
学
と
い
う
観

点
よ
り
も
、
契
約
そ
の
も
の
に
関
わ
る

法
令
や
約
款
、
そ
れ
ら
に
関
わ
る
知
識

な
ど
へ
シ
フ
ト
す
る
よ
う
見
直
し
も
行

わ
れ
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
、
1
9
9
0
年
代
か
ら

2
0
0
0
年
代
に
か
け
て
、
旅
行
需
要

の
多
様
化
に
拍
車
が
か
か
り
、
旅
行
会

社
と
旅
行
者
の
間
に
お
け
る
苦
情
や
紛

争
も
広
範
に
生
じ
る
状
況
が
現
出
す
る

よ
う
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
旅
行
者
の

保
護
の
充
実
や
旅
行
者
利
便
の
増
進
も

視
野
に
行
わ
れ
た
2
0
0
4
年
の
業
法

改
正
で
は
、
企
画
旅
行
の
導
入
と
旅
行

業
者
の
責
任
の
拡
大
、
営
業
補
償
金
制

度
の
見
直
し
な
ど
と
と
も
に
、
旅
行
業

務
取
扱
主
任
者
制
度
か
ら
旅
行
業
務
取

扱
管
理
者
制
度
へ
の
名
称
変
更
も
実
施

さ
れ
た
の
で
し
た
。

　

旅
行
業
務
取
扱
管
理
者
の
業
務
範
囲

は
、
取
引
に
関
わ
る
条
件
の
明
確
性
、

旅
行
に
関
わ
る
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
の
確

実
性
と
取
引
の
公
正
、
旅
行
の
安
全
や

旅
行
者
の
利
便
、
な
ど
を
確
保
す
る
た

め
に
、
旅
行
計
画
の
作
成
か
ら
企
画
旅

行
の
円
滑
な
実
施
、
苦
情
の
処
理
や
取

引
記
録
の
保
管
な
ど
、
旅
行
ビ
ジ
ネ
ス

に
関
わ
る
全
プ
ロ
セ
ス
に
及
ぶ
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。

ブ
ラ
ッ
シ
ュ
ア
ッ
プ
研
修

で
能
力
の
向
上
を

　

旅
行
業
務
取
扱
管
理
者
に
は
多
く
の

責
任
が
付
与
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
更
新

制
度
は
な
い
た
め
、
試
験
の
合
格
後
に

も
旅
行
業
法
・
旅
行
業
約
款
な
ど
の
改

正
が
あ
る
と
、
自
ら
そ
の
改
正
部
分
を

十
分
に
把
握
、
理
解
す
る
必
要
が
生
じ

ま
す
。

　

J
A
T
A
で
は
、
旅
行
業
務
取
扱
管

理
者
が
契
約
責
任
者
と
し
て
日
々
の
業

務
を
よ
り
円
滑
に
実
施
し
、
よ
り
信
頼

さ
れ
る
旅
行
業
務
が
遂
行
で
き
る
よ
う

「
旅
行
業
務
取
扱
管
理
者
ブ
ラ
ッ
シ
ュ

ア
ッ
プ
研
修
」
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

旅
行
業
法
令
や
旅
行
業
約
款
に
関
す

る
解
釈
上
の
疑
問
や
苦
情
な
ど
に
関
わ

る
最
新
情
報
や
事
例
の
解
説
、
グ
ル
ー

プ
討
議
な
ど
に
よ
り
、
知
識
の
再
確
認

と
再
習
得
を
す
る
た
め
の
ブ
ラ
ッ
シ
ュ

ア
ッ
プ
研
修
の
受
講
を
通
じ
て
、
旅
行

業
務
取
扱
管
理
者
の
職
務
に
関
す
る
知

識
や
能
力
の
向
上
を
図
る
こ
と
は
、
旅

行
業
法
で
旅
行
業
者
（
経
営
者
）
に
も

求
め
ら
れ
て
い
る
事
項
で
す
。

　

1
9
9
9
年
度
か
ら
実
施
し
て
い
る

ブ
ラ
ッ
シ
ュ
ア
ッ
プ
研
修
は
、
こ
れ
ま

で
延
べ
8
5
0
0
人
余
り
が
受
講
し
て

き
て
い
ま
す
。
昨
年
度
に
お
け
る
「
旅

行
業
務
取
扱
管
理
者
ブ
ラ
ッ
シ
ュ
ア
ッ

プ
研
修
」
の
研
修
実
施
報
告
は
、
左
記

U
R
L
で
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

http://w
w
w
.jata-net.or.jp/

sem
inar/training/brush-up/

h26brush_report.htm
l

ブラッシュアップ研修では、グループ討議などで知識の再確認と
再習得を行います


